


 

 

平成２８年度業務概要の発刊に寄せて 

 

  
本県児童相談所の業務につきましては、日頃から格別の御理解と御協力をいただき、厚く

お礼を申し上げます。 
 平成２７年度における本県の児童相談所相談受付件数は９，４５０件と前年度に比べて

２１５件、率にして２．３％の増加となりました。 
 相談種別でみてみると、最も多い相談である養護相談は４，２４７件で、前年度より３

２４件増加しています。そのうち平成２４年度初めて千件を超えた虐待相談については１，

２４１件で前年度より２８６件、３０．０％増加し、過去最高の受付件数となりました。 
障害相談については３，８２５件で前年度より１０件の増加、育成相談は７８６件で８

１件の減少、非行相談は５０１件で２７件の減少となっています。 
 全国の児童相談所における児童虐待の相談対応件数については、平成２５年度には７万

件、平成２６年度では８万件を超えましたが、平成２７年度の速報値は１０３，２６０件

と過去最多の１０万件を超えています。依然として児童虐待は後を絶たず、その相談内容

も深刻な事例が数多く見られています。件数増加の背景には、警察からの面前ＤＶ通告が

増加したこと、児童相談所全国共通ダイヤル１８９番（いち・はや・く）の運用開始によ

る近隣住民などの通報件数が増加したことなどが考えられます。 
また、平成２８年５月に「児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立しました。今回

の改正では、虐待の発生予防から自立支援までの一連の対策を強化するために、児童福祉

法の理念の明確化、児童虐待の発生予防、児童虐待発生時の迅速・的確な対応、被虐待児

童への自立支援を４つの柱として、国及び地方公共団体の責務の明確化や、市町村及び児

童相談所の体制の強化等の規定がなされました。 
児童相談所といたしましては、児童相談所の対応力強化を図るとともに、市町村をはじ

め各関係機関・団体の方々の御協力・御理解をいただきながら、さらに連携を深め、児童

福祉の向上に尽力して参りたいと考えております。 
 この業務概要は、福岡県が設置する児童相談所が、平成２７年度に行った相談援助活動

をまとめたものです。関係者の皆様の参考資料として、本県の児童福祉行政の推進に少し

でもお役立ていただければ幸いです。 
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第１部 児童相談所の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１ 児童相談所の設置及び目的 

 

 児童相談所は、「児童福祉法」に基づき、都道府県、指定都市及び児童相談所設置市が  
“すべての児童が心身ともに健やかに生まれ育成されるよう、また、児童がその持てる力を

最大限に発揮して成長できるよう、児童およびその家族等を援助すること”を目的に設置

している相談援助機関です。 

 また、児童相談所は、都道府県及び指定都市等における児童福祉を推進するための第一

線の行政機関でもあります。 

 

 

２ 児童相談所の相談援助活動 

 

 児童相談所は、児童の福祉に関する様々な相談に適切に応じるため、「児童福祉法」や

「児童虐待の防止等に関する法律」等の諸法令の規定に基づいて相談援助活動にあたるこ

ととなります。 

 そこで、相談援助活動を行うにあたっては、児童の置かれている状況等を的確に把握し、

それぞれの児童やその家庭にとって最も効果的な処遇を行う必要があるため、市町村、福

祉事務所をはじめ、学校、警察、家庭裁判所、あるいは医療機関や児童福祉施設など、児

童の福祉に関係するあらゆる機関や団体と密接に連携し、その支援や協力を得て相談援助

活動にあたっています。 

 

 

３ 福岡県内の児童相談所 

 

 福岡県では地理的な条件や利用者の利便性や特殊な事情等を踏まえ、児童相談所を４カ

所（別に２支所）設置していましたが、児童虐待などの相談に迅速に対応するため、平成

２１年５月より２支所を児童相談所に再編し、６カ所体制としています。 

 県内では他に指定都市の北九州市、福岡市が１カ所ずつ設置しています。 

 福岡県内の児童相談所の設置状況は、別図の通りです。 

 

 

 

 

※ 相談を受ける「児童」について 

  児童相談所が相談を受ける「児童」とは、0歳から18歳未満の者をいい、一般的に

使用される「児童」より幅が広く、乳児や幼児、中学生や18歳未満の少年まで含ま

れています。 

  また、児童相談所では、相談の対象を「児童」だけに限定せずに、妊娠中の親か

らや、18歳を過ぎた障害者等からも、必要に応じて相談を受けることになっていま

す。 
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５ 児童相談所の業務 

 

 (１) 相談の受付 

 児童の福祉に関するあらゆる問題について、家庭やその他からの相談を受け付けるほか、

地域住民や関係機関からの通告、市町村、福祉事務所や家庭裁判所から児童の送致を受け、

援助活動を展開します。相談は、しつけや性格・行動及び不登校等の育成相談、窃盗やシ

ンナー吸引などの非行相談、知的障害や言語発達障害、肢体不自由などの障害相談、家庭

での養育困難や、近年増加している虐待などの養護相談等多岐にわたり、児童の福祉に関

する様々な相談を受け付けます。 

 また、相談は直接来所によるもののほか、書面や電話等でも受け付けます。 

  

 (２) 各種調査 

 児童及びその家庭に関し、必要に応じて発達状況や生育歴、性格、行動、地域状況や生

活歴などを調査し、援助に必要な情報収集を行います。 

 

 (３) 各種診断 

 児童福祉司による社会診断、児童心理司による心理診断、精神科・小児科の医師による

医学診断など専門的な角度から総合的に調査診断を行います。 

 

 (４）一時保護 

  必要に応じて、適切かつ具体的な援助指針を定めるために、児童の一時保護による十分

な行動観察や生活指導等を行います。また、保護者の病気等による入院や家出（失踪）な

どで他に児童を養育する者がいない場合や、虐待により児童を家庭から一時的に引き離す

必要がある場合に、児童を緊急に保護します。 

  

 (５) 総合診断（判定） 

  社会診断、心理診断、医学診断、行動診断等を行った後、所長及び各部門の職員の協議

により総合診断（判定）を行い、問題解決のための援助指針を作成します。 

  

 (６) 援助 

  児童、保護者及び関係者に対して援助方針に基づいて指導し、必要な援助を行います。

援助の内容としては、訓戒・誓約、児童福祉司や児童委員による在宅指導、児童養護施設

及びその他の施設への入所、里親への委託、家庭裁判所送致、家庭裁判所への家事審判の

申し立てなどがあります。 

  

 (７) 広報啓発等 

  研修会・講演会や広報紙等により、児童虐待防止及び早期発見のための啓発活動を行っ

たり、児童虐待防止地域連絡会議を開催し、地域における児童虐待の未然防止、早期発見、

早期対応等に努めています。また、児童相談所における統計資料や情報を提供しています。 

 

 (８) 市町村支援 
  児童家庭相談の窓口となっている市町村との連携を図るとともに、市町村職員の研修実

施、要保護児童対策地域協議会への参加、講師派遣、情報提供など、市町村に対し必要な

支援を行っています。 
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６　相談種別と内容

養護相談 父又は母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等

による養育困難児、棄児、迷子、虐待を受けた子ども、親権を喪失した

親の子、後見人を持たぬ児童等環境的問題を有する子ども、養子縁組

に関する相談。

保健相談 未熟児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、

その他の疾患（精神疾患を含む）等を有する子どもに関する相談。

肢体不自由相談 肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。

視聴覚障害相談 視聴覚障害児に関する相談。

言語発達障害等 構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ子ども、言語発達遅

相談 滞などに関する相談。ことばの遅れの原因が知的障害、自閉症、しつけ上の

問題等他の相談種別に分類される場合はそれぞれのところに入れる。

重症心身障害相談 重症心身障害児（者）に関する相談。

知的障害相談 知的障害児に関する相談。

発達障害相談 自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意

欠陥多動性障害等の児童に関する相談。

ぐ犯行為等相談 虚言癖、浪費癖、家出、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為、もしくは飲酒、喫煙

等の問題行動のある子ども、警察署からぐ犯少年として通告のあった子ども、

又は触法行為があったと思料されても警察署から法第２５条による通告のな

い子どもに関する相談。

触法行為等相談

性格行動相談 子どもの人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きが

ない、内気、緘黙、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等

性格もしくは行動上の問題を有する子どもに関する相談。

不登校相談 学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で、登校（園）していない状

態にある子どもに関する相談。非行や精神疾患、養護問題が主である

場合等にはそれぞれのところに分類する。

適性相談 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。

育児・しつけ相談 家庭内における幼児のしつけ、子どもの性教育、遊び等に関する相談。

その他の相談 上記のいずれにも該当しない相談。

育
　
成
　
相
　
談

養
護
相
談

保
健
相
談

非
　
行
　
相
　
談

触法行為があったとして警察署から法第２５条による通告又は法２６条による

送致のあった子ども、犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった子ども

に関する相談。受け付けた時には通告がなくとも調査の結果、通告が予定

されている子どもに関する相談についてもこれに該当する。

障
　
害
　
相
　
談
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相談 ・ 通告

相談 ・ 通告

相　談

置措所入設施祉福童児　２導指宅在　１

託委関機療医定指　　導指言助・　　

託委親里　３導指続継・　　

　　・他機関あっせん ４　福祉事務所送致等

　　・児童福祉司指導 ５　家庭裁判所送致

　　・児童委員指導 ６　家庭裁判所への家事審判の申し立て

　　・児童家庭支援センター指導等

　　・訓戒、 誓約措置

心理診断 医学診断

援助内容の決定

援
　
　
助

答申

審議会

（児童福祉専門

分科会）

児 童 相 談 所

相談の受付
通告等児童委員

児童福祉施設

警 察 署

保 健 所

学　　校

医療機関

そ の 他

（判定会議）

県社会福祉 援助方針会議
諮問

判　　定

社会診断

７　相談の流れ

所務事祉福族家 ・ 童児 

村 町 市人知 ・ 隣近

行動診断

護保時一査　　調

受理会議

送致等
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第２部 平成２７年度の相談概要 
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虐待相談を相談経路別でみると、近隣・知人からの相談（通告）が１２４件（２８．１％）で最も

多く、以下、市町村からの相談が９１件（２０．６％）、警察等７５件（１７．０％）、学校４９件

（１１．１％）、家族・親戚３２件（７．２％）となっている。 

  

 
【久留米】 
平成２７年度の相談受付件数は２,４４２件で、このうち養護相談は１,０７９件（４４.２％）、う

ち虐待相談は２４３件（２２.５％）であった。昨年度の虐待相談件数２２８件と比べると１５件増加

（６．６％増）している。虐待相談受付件数を虐待種類別にみると、他の保護の怠慢・拒否（ネグレ

クト）１０４件（４２.８％）、身体的虐待８２件（３３.７％）、心理的虐待５０件（２０.６％）、

性的虐待８件（２.９％）の順となっている。 

 今年度の傾向として、身体的虐待及び心理的虐待の相談受付件数が増加し、他の怠慢・拒否（ネグ

レクト）の相談受付件数が減少している。 

 また、虐待相談を相談経路別にみると、警察等からの相談（通告）が５９件（２４.３％）と最も多

く、以下市町村からの相談（通告）が４５件（１８.５％）、近隣・知人からの相談（通告）が４２件

（１７.３％）、学校等からの相談（通告）が２８件（１１.５％）となっている。昨年度と比較する

と、警察等からの相談、近隣・知人からの相談（通告）が増加しており、市町村からの相談、学校等

からの相談が減少している。 

 

 

【田　川】 

平成２７年度の相談受付件数は１，５８２件で、このうち養護相談は７７７件（４９．１％）と半

数近くの割合を占めている。また、虐待件数は２０９件で、相談受付件数に占める割合は１３．２％

である。 

虐待相談受付件数を虐待種類別にみると、多い順に、身体的虐待が９７件（４６．４％）、保護の

怠慢・拒否（ネグレクト）が６５件（３１．１％）、心理的虐待が４０件（１９．１％）、性的虐待

が７件（３．３％）となっている。 

全体の相談受付件数は前年度の１，６６５件から８３件減少した（前年度比５．０％減）。虐待相

談の受付件数は８７件増加しており、その主な要因は身体的虐待（４３件）及びネグレクト（２５件）

である。虐待相談を相談経路別にみると、多い順に、学校からの通告が４７件（２２．５％）、警察

が４５件（２１．５％）、市町村が３４件（１６．３％）、近隣・知人が３１件（１４．８％）、家

族・親戚が２３件（１１．０％）である。 

前年度と比較すると、市町村（１９件増）、警察（２７件増）、学校（１６件増）、家族（９件増）、

近隣（１３件増）と、全体的に通告が増加している。 

 
 
【大牟田】 
平成２７年度の相談受付件数は１，０４２件で、このうち養護相談は４７５件(４５．６％)、うち

虐待相談は１４７件(１４．１％)となっており、前年度の虐待受付件数（７０件）から７７件増とな

っている。 

虐待相談受付件数を虐待種類別に見ると、多い順に心理的虐待が６１件(４１．５％)（前年度１７

件、２４．３％）、保護の怠慢・拒否(ネグレクト)が５３件(３６．０％)(前年度３３件、４７．１％)、

身体的虐待が３２件(２１．８％)(前年度１７件、２４．３％)、性的虐待が１件(０．７％)(前年度３

件、４．３％)となっている。 

 前年度と比較すると、相談受付件数、虐待相談受付件数ともに増加が見られ、主な要因として心理

的虐待の相談受付件数の増加が挙げられる。 

また相談経路別でみると、多い順に「市町村」が２８件(１９．０％)、「家族・親戚」が２５件(１

７．０％)、「学校」が２３件(１５．６％)、「警察」が１７件(１１．６％)となっている。 
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【宗 像】 

 平成２７年度の相談受付件数は１，３２７件で、このうち養護相談は４８９件（３６．９％）で、

うち虐待相談が１５４件（３１．５％）で、その他養護が３３５件（６８．５％）となっている。前

年度の虐待相談件数１０６件に比べ、４８件増加（４５．３％増）している。 

 虐待相談受付件数を虐待種類別にみると、身体的虐待が８１件（５２．６％）、保護の怠慢・拒否

が３５件（２２．７％）、心理的虐待が２８件（１８．２％）、性的虐待が１０件（６．５％）とな

っており、前年度に比べ、身体的虐待の割合が増加し、保護の怠慢・拒否や心理的虐待の割合が減少

している。 

 虐待相談を経路別にみると、市町村からの相談が４５件（２９．２％）ともっとも多く、次いで、

警察等からの相談２６件（１６．９％）、学校が２２件（１４．３％）、児童相談所が１６件（１０．

４％）、近隣・知人が１４件（９．１％）、家族・親戚が１２件（７．８％）となっている。 

前年度と比較すると、警察（７．５％増）及び学校（４．９％増）からの相談が増加している。 

  

 
【京 築】 

平成２７年度の相談受付件数は７８２件で、このうち養護相談は３２７件（４１．８％）であった。

さらに虐待相談は４６件であり、養護相談の１４．１％、全相談受付件数の５．９％を占める。     

虐待相談受付件数を虐待種類別に見ると、身体的虐待は１８件（３９．１％）、保護の怠慢・拒否（ネ

グレクト）が１５件（３２．６％）、心理的虐待は１２件（２６．１％）、性的虐待は１件（２．２％）

となっている。 

平成２６年度の虐待相談件数は５７件であり、平成２５年度から連続して減少している。平成２７

年の虐待種類別では、身体的虐待が６件（２６年度２４件）、保護の怠慢・拒否が５件（２６年度２

０件）の減少となり、心理的虐待、性的虐待は前年度と同件数であった。 

また、虐待相談の相談経路別に見ると、多い順に市町村からが１７件（３６．９％）、警察、学

校からが共に６件（１３．０％）、そして都道府県、近隣・知人からと続く。平成２６年度と比較す

ると市町村や学校等公的機関の相談は変わらず多いが、近隣住民や知人からの相談は減少している（２

６年度１４件）。これに関して、地域から虐待通告があり児童相談所が確認したところ誤報と判断し

たものが多いことが一因となっている。 

 

 

４ 非行相談 

 過去５年間の相談受付件数の推移は右の図の

とおりである。 

 ぐ犯行為等相談は３２６件で、前年度の３４

２件から１６件減少（４．７％減）し、触法行

為等相談は１７５件で、前年度の１８６件から

１１件減少（５．９％減）した。  

 経路別に見ると、ぐ犯行為等相談では警察等

１１２件（３４．４％）、家族・親戚９５件（２

９．１％）、児童福祉施設５９件（１８．１％）、

学校２１件（６．４％）と続いている。  

触行為等相談では警察等からの通告が１３７件（７８．３％）、以下、家庭裁判所１６件（９．１％）、

家族・親戚８件（４．３％）、児童福祉施設７件（４．０％）と続いている。  

 ぐ犯行為等相談を行為別にみると、家出が１３７件（３９．８％）で最も多く、以下、性的問題３

７件（１０．８％）、夜間徘徊３３件（９．６％）、金品持出２５件（７．３％）と続いている。  
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非行相談受付件数の推移
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平成２１年度
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多く、９割を
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％）、言語

４件（０．
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給者証の交付

とから、受付
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っている。 
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肢体不自由相
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と、窃盗が
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増加している
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重症心身障
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障害相談が

る。 

１００件（

強盗、放火
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る。 
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犯

談

学校等
6.4％（21件）

0.9％（3件）

1.2％（4件）

家族・親戚

その他

その他

警察等

警察等

児童福祉施設等

福祉事務所

0.0％（0件）
福祉事務所

家庭裁判所から
の送致

9.1％（16件）
家庭裁判所からの
送致

家族・親戚
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（95件）34.4％

（112件）

78.3％（137件）

18.1％（59件）

児童福祉施設等
4.0％（7件）
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（32件）

ぐ犯行為等相談経路別割合 触法行為等相談経路別割合

２
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一時保護・一時保護委託実人員の推移 一時保護・一時保護委託延べ日数

育成相談受付件数の推移 育成相談種類別割合
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69.5％（546件）

適性相談
13.7％（108件）

不登校相談
13.9％（109件）

しつけ相談
2.9％（23件）

13,71213,712
15,34715,347 14,95614,956 5,8235,82311

14,314,3 6655
111,0671,0679,6259,625

8,3278,327665858

910910892892

528528



 

８

 

現

１

 

あ

害

２

児

児

 

 

９

統

 

７

ら

 

ス

象

見

援

各

め

ラ

面

 児童福祉

児童福祉施

現在１，０７

，０４８人

措置施設

ある。児童養

害児入所施設

人（１２．

児童自立支援

児短期治療施

 親子の絆

平成２０年

統合支援事業

平成２３年

年度からは

らの家庭復帰

平成２７年

ス、久留米９

象としていな

見られたのは

援開始からの

 

保護者・

各種申請支援

めている。面

ラム等の親子

面接は６６回

祉施設・里親

施設に対し

７８人を入所

人から３０人

等の種類別

養護施設６３

設１６９人

２％）、乳

援施設２６人

施設１２人

絆再生事業 

年度から福岡

業」を実施し

年度から、福

は、大牟田

帰・親子関係

年度の支援対

９ケース、田

ない。支援に

は４６ケース

の期間が短く

・児童面接な

援などの保護

面接やライフ

子支援は２６

回（３．１％

親 

して平成２

所措置してお

人増加（２．

別内訳は右

３２人（５

（１５．７％

乳児院７２人

人（２．４％

（１．１％）

岡児童相談所

し、家庭復帰

福岡・久留米

・宗像・京築

係や生活の改

対象ケースは

田川９ケース

により家庭復

ス（４３．

く、支援者

などの直接支

護者支援が

フストーリー

６１回（１

％）と少ない

８年３月

おり、前年

９％増）し

右図のとお

８．６％）

％）、里親

人（６．７

％）、情緒

となってい

所では、専

帰や親子の

米・田川の

築の児童相

改善を目標

は、６児相

ス、宗像６

復帰したの

８％）で、

との関係性

支援は、面

１，０４９

ーワーク等

２．５％）

いながらも

１日  

度の

した。 

りで  

、障

１３

）、

障害

いる。  

任スタッフ

関係改善を

３児童相談

談所におい

に、児童福

全体で１０

ケースで家

は３０ケー

全体の約７

が十分に出

接や

回（５０．

の児童支援

で、児童に

家族の支援

フ（児童福祉

を目的に、３

談所にて「親

いても、同事

福祉司・児童

５ケースで

家庭復帰後の

ース（２８．

割に良い変

出来ていない

０％）で、

援は７２０回

にも積極的に

援者としての

祉司・児童心

３年間のモデ

親子の絆再生

事業を実施

童心理司によ

である。これ

のフォローを

６％）、

変化が出て

いケースも

全体（２，

回（３４．

に働きかけ

の親族面接

心理司）に

デル事業に取

生事業」を開

、６児相全

よる支援を行

れとは別に、

を行ってい

子関係や生

る。変化な

まれる。 

０９６回）

％）、親子

している。

丁寧に行っ

よる「家族

取り組んだ

開始。平成

全体で施設

行っている

、福岡６ケ

るが、評価

生活の改善

なしには、

）の半数を

子交流プロ

。親族のみ

っている。

再

。 

２

か

。 

ー

対

が

支

占

グ

の

 

ー 15ー

支援対象ケース全体概要 六児相概要
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親子関係改善
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％
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親

含

を

を

４

児童福祉施設等措置状況
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所内や他機関とのケースカンファレンス等の間接支援の回数は、施設職員とのカンファレンスやア

セスメントが６児相全体で７１０回（５５．１％）となっており、支援方針について施設にも常時確

認を行う等緊密に連携を図っている。地域の学校・市町や医療機関等とのカンファレンスは２４３回

（１８．９％）で在宅での見守り体制を整え、家庭復帰後も連携して支援を行っている。  

 支援の実施場所は、施設訪問（５１３回：３５．５％）での面接・カンファレンスが最も多く、次

いで家庭訪問（３６６回：２５．３％）での面接、児童相談所での面接等（２９１回：２０．１％）、

関係機関訪問の順となっている。  
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その他の活動実績として、施設入所児童のスクリーニングで状況を確認し、事業の対象者の選定を

行っている他、施設でのケース連絡会出席やスーパーバイザーとの会議、研修参加を行っている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 里親委託等推進事業 
 本県では、平成２４年度から福岡・久留米・田川の３児童相談所に専任の里親担当児童福祉司を配

置するとともに、大牟田・宗像・京築の３児相に里親委託等推進員（非常勤）を配置し、児童相談所

による里親等支援を充実させ、里親等委託率の向上や里親等の資質向上の取り組み、養育中の里親等

に対する支援を通じて子どもの健全な育成を図ることを目標に「里親委託等推進事業」を開始してい

る。 

 里親委託等推進事業では新しく、里親に関心のある地域住民を対象とした小規模な里親説明会等や

児童養育への理解を深めるための里親施設実習、受託経験のない里親に養育体験をしてもらう里親養

育体験事業を開始し、また、里親委託後の定期的な訪問支援の拡充を行っている。  

 里親担当児童福祉司の業務内容としては、里親説明会、里親に関する様々な研修の企画・運営、里

親施設実習及び養育体験事業の実施、里親委託等に向けたマッチング、里親委託等後の月１回程度の

定期的な訪問、養育中の里親等からの相談対応等であり、きめ細かな里親等支援を行っている。  

 里親委託等推進員（非常勤）は、定められた勤務日数の中ではあるが、訪問活動等により委託検討

中の里親等との連絡・調整をしたり、里親等委託児童や養育中の里親等の相談に応じ、適切な養育の

確保及び里親委託等の推進に取り組んでいる。また、里親支援機関である児童家庭支援センター及び

乳児院や児童養護施設において配置される里親支援専門相談員も里親宅等への訪問や地域での啓発等

の諸活動に参加している。  

 平成２７年度の新規里親登録数は３６組（登録

取消は１７組）で平成２７年度末時点での登録里

親数は１９６組となった。そのうち、７５組の里

親に児童を委託している（受託率３８．３％）。  

 児童福祉法が改正され、養育里親に更新制が導

入されたことに伴い平成２１年度末に登録里親数

が大幅に減少したが、平成２２年度から増加傾向

に転じている。 

 また、平成２７年度末現在で里親委託している

児童は１４９人で、前年度より１７人増加（１２．

９％増）している。 

福岡 久留米 田川 大牟田 宗像 京築
施設入所児童のスクリーニング 257ケース 284ケース 199ケース 122ケース 129ケース 56ケース

児童養護施設等ケース連絡会出席 １４施設 9施設 8施設 5施設 7施設 5施設
スーパーバイザーとの会議 １２回 11回 9回 11回 11回 9回

家族療法ワークショップＳＴＥＰⅡ 家族療法ワークショップSTEPⅠ 家族療法ワークショ ップSTEPⅠ 家族療法ワークショップＳＴＥＰⅠ 家族療法ワークショップSTEPⅠ 家族療法ワークショップSTEPⅠ

加害者→ワーク 家族療法ワークショップSTEPⅢ セカンドステップ研修
システムズアプローチワーク

ショップ
家族療法ワークショップSTEPⅡ セカンドステップ研修

どならない子育て練習法ト

レーナー養成講座
ＬＳＷ実践・研究交流会

どならない子育て練習法トレー

ナー養成講座

九州子どもの福祉臨床と家族支

援研究会

研修参加

137 145
169

177
196

72 69

82 77
75

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

組

年度

登録里親 委託里親
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登録里親・委託里親数の推移



児相 実習先 参加者数

乳児院　１カ所 2名

児童養護施設　1カ所 2名

京築 児童養護施設　1カ所 *  1名

大牟田

*は実施回数２回

実数 延べ数

福岡 55 48 181

久留米 58 46 84

田川 29 24 58

大牟田 21 15 67

宗像 32 26 83

京築 11 11 51

児相
訪問対象
世帯数

訪問世帯数

○里親説明会

児相 開催日 内容 参加者数

福岡 H27.10.20
里親制度説明会

里親体験談 7名

H27.7.22 「里親を知っていますか？」 35名

H27.9.2
「里親をしっていますか？」

里親体験談

「里親をしっていますか？」

里親体験談

31名

H27.11.28 20名

H28.2.19 親族里親について 2名

H27.6.19
里親制度説明

相談員体験談 70名

H27.11.20
里親制度説明

相談員体験談 20名

H27.6.25 里親制度説明 6名

H27.7.3 里親制度説明 19名

H27.7.9 里親制度説明 7名

H27.8.4 里親制度説明 7名

H27.9.8 里親制度説明 8名

H27.10.6 里親制度説明 ６名

H28.2.14 里親制度説明 *　  79名

宗像 H27.10.31
里親制度説明

相談員体験談 9名

H28.2.20
里親制度説明

相談員体験談 11名

H27.4.13 里親制度説明 14名

H27.7.8 里親制度説明 5名

H27.7.30
里親制度説明

相談員体験談 10名

H27.9.2
里親制度説明

相談員体験談 21名

*はNPO法人ぴーすふる絆との共催

大牟田

京築

久留米

田川
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里親説明会

里親家庭訪問支援

里親施設実習実施状況
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第１表　経路別・市郡別相談受付の状況

児
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所
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事

務

所

保

健

セ

ン

タ

そ

 
の

 
他

福

祉

事

務

所

児

童

委

員

保

健

セ

ン

タ

そ

 
の

 
他

保

育

所

児

童

福

祉

施

設

指

定

医

療

機

関

保

 
健

 
所

医

療

機

関

幼

稚

園

学

 
校

教

育

委

員

会

等

措

置

変

更

在

所

延

長

巡

回

相

談

電

話

相

談

筑紫野市 4 14 10 3 22 13 1 6 17 122 15 227 10.0 1 2 3

春 日 市 16 21 8 19 54 35 3 10 1 1 171 32 2 1 374 16.4 3 2 5 15

大野城市 5 1 16 9 62 30 2 8 4 7 146 15 2 1 308 13.5 2 3 7 4

太宰府市 5 16 13 1 27 4 3 9 1 2 98 24 2 1 206 9.1 1 1 2 7

糸 島 市 6 15 1 36 28 14 1 109 12 3 225 9.9 1 25

筑 紫 郡 3 7 32 33 12 8 3 74 18 4 194 8.5 1 2 3 3

糟 屋 郡
(新宮町除く)

22 1 32 2 7 40 1 111 60 1 11 22 20 8 306 60 7 4 715 31.4 11 3 20 8

管 　　外 3 2 7 6 4 2 1 1 26 1.1 3

小 　　計 64 2 0 121 43 0 7 132 2 344 0 0 174 4 0 39 0 66 22 18 0 1,030 178 21 8 2,275 100.0 18 13 64 43

久留米市 19 1 112 55 15 8 284 59 7 4 18 1 42 6 4 500 64 4 2 1,205 49.3 3 11 6 46

朝 倉 市 5 1 24 3 26 17 1 5 4 1 3 88 4 3 185 7.6 1 2 1 12

八 女 市 11 26 13 4 1 88 8 4 70 225 9.2 1 4 3 2

筑 後 市 16 16 45 13 1 3 74 1 1 170 7.0 1 2 3 4

大 川 市 4 16 1 16 3 1 1 2 44 3 1 92 3.8 1 2 1

小 郡 市 2 17 8 6 43 7 2 1 74 6 1 4 171 7.0 1 1 12

うきは市 2 1 9 10 23 12 1 2 1 34 3 1 99 4.1 1 1

朝 倉 郡 5 8 8 1 9 6 1 1 36 2 77 3.2 1 1 5

三 井 郡 4 8 4 8 1 2 0 2 36 1 66 2.7 1 3

三 潴 郡 3 7 2 2 1 2 1 2 16 1 37 1.5

八 女 郡 10 4 1 5 3 1 2 37 3 66 2.7

管　　 外 2 3 15 2 20 4 2 1 49 2.0 18

小　　 計 53 7 0 256 110 0 0 40 10 564 0 0 132 19 4 28 1 56 9 12 0 1,029 92 9 11 2,442 100.0 9 22 20 100

直 方 市 3 16 1 11 1 24 24 2 16 119 22 3 1 243 15.4 2

飯 塚 市 7 31 2 20 1 75 1 30 13 24 1 5 2 202 25 3 14 456 28.8 3 2 7

田 川 市 5 13 2 4 30 26 1 7 1 85 12 2 4 192 12.1 1 2 7

嘉 麻 市 1 14 9 12 1 41 15 1 3 11 1 95 10 1 13 228 14.4 1 3 3

鞍 手 郡
小竹町 1 2 9 1 13 0.8

嘉 穂 郡 1 1 4 7 3 3 12 1 8 23 2 2 2 69 4.4 3

田 川 郡 17 1 37 1 2 16 4 45 2 22 12 2 40 5 145 15 3 3 372 23.5 2 2 2

管　　 外 1 2 3 1 2 9 0.6 1

小 　　計 35 2 0 116 4 2 18 68 7 221 3 0 129 2 0 32 2 108 2 11 2 680 87 14 37 1,582 100.0 7 10 24 0

大牟田市 21 37 32 1 18 9 103 58 2 5 3 31 7 8 287 34 5 4 665 63.8 3 4 21 28

柳 川 市 7 16 29 45 9 3 14 3 118 6 250 24.0 1 15

みやま市 6 1 13 6 1 1 6 4 10 16 47 1 1 113 10.8 2 4

管 　　外 2 5 1 1 3 2 14 1.3 3

小 　　計 36 1 0 66 67 1 0 19 10 159 1 0 72 2 0 8 3 55 23 11 0 455 42 6 5 1,042 100.0 5 5 21 50

中 間 市 7 11 14 24 20 3 10 84 2 3 178 13.4 2 2 6

宗 像 市 4 30 23 18 14 12 1 1 8 1 155 7 1 275 20.7 2 1 2 3

古 賀 市 7 2 15 14 11 17 1 1 1 13 112 9 2 3 208 15.7 1 1 1 1

福 津 市 3 19 7 20 5 8 1 1 2 64 5 1 2 138 10.4 1 3

宮 若 市 13 2 7 1 6 17 5 3 50 1 2 107 8.1 3 10

糟屋郡
新宮町 11 2 2 1 2 55 1 74 5.6 1 1

遠 賀 郡 1 33 14 42 12 8 7 1 3 122 6 1 1 251 18.9 3 2 6

鞍手郡
鞍手町 5 9 1 1 1 31129 3 1 73 5.5 2 3

管 　　外 5 1 7 2 8 23 1.7 1 3 1

小 　　計 45 4 0 135 45 0 1 76 0 141 0 0 79 3 1 15 1 41 1 8 0 683 31 4 13 1,327 100.0 9 15 33 5

行 橋 市 4 17 2 1 17 33 6 9 2 137 4 1 233 29.8 1 1 2

豊 前 市 3 1 5 7 3 21 21 6 2 56 4 129 16.5 9

京 都 郡 3 2 10 2 19 2 22 16 1 3 2 6 6 107 9 2 212 27.1 2 2

築 上 郡 10 1 13 21 37 8 2 3 3 1 76 5 4 184 23.5 1 2

管 　　外 5 1 2 11 2 1 2 24 3.1 1 1

小 　　計 25 4 0 45 10 0 3 62 2 124 0 0 53 3 0 3 0 21 13 7 0 378 22 0 7 782 100.0 2 2 4 14

計 258 20 0 739 279 3 29 397 31 1,553 4 0 639 33 5 125 7 347 70 67 2 4,255 452 54 81 9,450 － 50 67 166 212

％ 2.7 0.2 0.0 7.8 3.0 0.0 0.3 4.2 0.3 16.4 0.0 0.0 6.8 0.3 0.1 1.3 0.1 3.7 0.7 0.7 0.0 45.0 4.8 0.6 0.9 100.0 － － － － －

京
　
　
築

宗
　
　
像

久
　
留
　
米

市町村
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児
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援
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タ
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第２表　経路別相談受付の推移

児

童

相

談

所

福

祉

事

務

所

児

童

委

員

そ

の

他

保

健

所

医

療

機

関

学

校

教

育

委

員

会

等

福   岡 49 49 191 286 88 3 20 27 8 1 1,181 101 7 11 2,022

23 久留米 35 99 241 788 152 9 7 18 55 2 28 1,235 62 21 2 2,754

田   川 26 27 2 359 199 56 4 2 28 160 7 8 776 100 12 33 1,799

年 大牟田 15 72 121 179 26 2 15 43 17 34 515 20 4 4 1,067

宗   像 24 15 130 146 33 1 2 9 21 2 10 609 16 5 14 1,037

度 京   築 24 17 108 88 36 3 13 30 30 1 444 23 3 35 855

計 173 279 2 1,150 1,686 0 391 19 14 103 336 58 89 1 4,760 322 52 99 9,534

福   岡 52 57 244 272 112 7 24 48 5 10 2 884 111 8 7 1,843

24 久留米 41 80 212 560 112 6 19 48 6 13 4 934 64 14 2 2,115

田   川 46 29 394 275 84 4 12 175 9 7 813 60 10 33 1,951

年 大牟田 22 56 156 159 41 4 20 40 77 5 2 399 17 6 4 1,008

宗   像 21 55 129 112 69 1 4 12 24 3 4 484 23 7 13 961

度 京   築 31 32 3 158 92 56 7 6 10 34 21 11 415 14 4 12 906

計 213 309 3 1,293 1,470 0 474 29 10 97 369 121 50 8 3,929 289 49 71 8,784

福   岡 48 76 178 309 91 4 24 54 8 6 981 91 13 13 1,896

25 久留米 40 101 221 567 95 6 2 21 46 7 8 2 983 80 11 6 2,196

田   川 45 27 1 371 262 113 5 20 96 8 8 774 44 15 37 1,826

年 大牟田 22 66 101 136 48 2 2 7 50 68 10 367 34 3 5 921

宗   像 19 11 191 65 65 13 5 39 22 2 467 38 3 10 950

度 京   築 37 29 94 124 54 6 1 8 36 28 9 426 31 9 12 904

計 211 310 1 1,156 1,463 0 466 23 18 85 321 119 63 4 3,998 318 54 83 8,693

福   岡 67 64 259 325 138 5 30 50 18 7 1,049 140 9 8 2,169

26 久留米 47 93 1 260 580 131 6 23 62 12 10 2 986 74 17 8 2,312

田   川 43 13 266 241 1 74 1 1 21 85 11 10 789 52 8 49 1,665

年 大牟田 28 47 77 225 1 25 5 10 53 104 18 3 382 24 10 5 1,017

宗   像 33 19 1 234 144 70 3 8 30 4 17 3 645 42 7 16 1,276

度 京   築 14 14 125 132 39 6 4 26 32 19 338 34 5 8 796

計 232 250 2 1,221 1,647 2 477 26 1 96 306 181 81 8 4,189 366 56 94 9,235

福   岡 64 45 260 346 174 4 39 66 22 18 1,030 178 21 8 2,275

27 久留米 53 117 296 574 132 19 4 28 56 10 12 1,029 92 9 11 2,442

田   川 35 6 2 202 231 129 2 32 108 4 11 2 680 87 14 37 1,582

年 大牟田 36 68 1 85 170 72 2 8 55 26 11 455 42 6 5 1,042

宗   像 45 49 212 141 79 3 1 15 41 2 8 683 31 4 13 1,327

度 京   築 25 14 110 126 53 3 3 21 13 7 378 22 7 782

計 258 299 3 1,165 1,588 0 639 33 5 125 347 77 67 2 4,255 452 54 81 9,450

都道府県・市町村 そ

の

他

家

族

・

親

戚

近

隣

・

知

人

児

童

本

人

通
告
の
仲
介
を
含
む

児

童

委

員

保健所及び
医療機関

学校等 里

親

指

定

医

療

機

関

児

童

福

祉

施

設

・

計

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ

警

察

等

家

庭

裁

判

所

ー 20ー



第
３
表
　
経
路
別

・
相
談
種
別
受
付
の
状
況

児 童 相 談 所

福 祉 事 務 所
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そ  の  他
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指 定 医 療 機 関
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第４表　相談種別・市郡別相談受付の状況

筑紫野市 48 48 1 1 3 100 3 7 5 10 1 227 10.0

春 日 市 81 94 1 1 1 3 122 2 14 3 30 12 4 4 2 374 16.4

大野城市 36 100 2 2 107 4 21 8 14 2 11 1 308 13.5

太宰府市 32 64 2 2 3 80 1 8 5 3 3 1 2 206 9.1

糸 島 市 46 71 4 1 84 1 7 1 9 1 225 9.9

筑 紫 郡 36 70 1 54 8 2 16 4 3 194 8.5
糟 屋 郡

(新宮町除く) 158 198 4 3 6 238 3 38 7 35 5 19 1 715 31.4

管 　　外 5 13 1 4 2 1 26 1.1

小 　　計 442 658 1 15 0 10 15 786 14 107 26 121 27 41 5 7 2,275 100.0

久留米市 132 443 4 1 25 459 1 34 20 56 15 2 13 1,205 49.3

朝 倉 市 17 56 3 86 8 1 10 2 2 185 7.6

八 女 市 10 95 7 86 4 3 13 2 1 4 225 9.2

筑 後 市 14 49 1 2 85 4 2 12 1 170 7.0

大 川 市 6 21 55 1 1 6 2 92 3.8

小 郡 市 20 51 1 2 85 1 1 2 1 7 171 7.0

うきは市 17 41 2 1 32 1 1 4 99 4.1

朝 倉 郡 6 20 1 2 40 2 3 1 1 1 77 3.2

三 井 郡 8 22 30 3 1 1 1 66 2.7

三 潴 郡 2 6 26 3 37 1.5

八 女 郡 7 11 2 44 1 1 66 2.7

管　　 外 4 21 1 7 3 1 2 3 7 49 2.0

小　　 計 243 836 0 8 2 0 45 1,035 2 62 35 108 24 3 2 37 2,442 100.0

直 方 市 34 64 2 93 1 13 12 17 6 1 243 15.4

飯 塚 市 70 166 1 5 2 152 1 6 4 25 5 3 2 14 456 28.8

田 川 市 18 74 2 3 61 8 9 9 5 3 192 12.1

嘉 麻 市 25 104 61 6 9 19 2 1 1 228 14.4
鞍 手 郡
小竹町 3 9 1 13 0.8

嘉 穂 郡 12 25 18 2 6 4 1 1 69 4.4

田 川 郡 50 127 4 1 1 125 2 8 4 24 16 2 8 372 23.5

管　　 外 5 2 2 9 0.6

小 　　計 209 568 0 7 0 8 6 519 4 43 44 100 36 7 4 27 1,582 100.0

大牟田市 119 189 1 3 1 194 1 33 27 64 9 18 5 1 665 63.8

柳 川 市 15 111 1 1 82 7 4 24 5 250 24.0

みやま市 11 20 1 49 4 12 16 113 10.8

管 　　外 2 8 1 1 2 14 1.3

小 　　計 147 328 0 2 0 4 2 326 1 44 32 102 14 34 5 1 1,042 100.0

中 間 市 16 65 1 1 72 4 4 9 2 2 2 178 13.4

宗 像 市 34 70 5 1 1 137 5 5 7 8 1 1 275 20.7

古 賀 市 34 45 3 5 1 104 2 3 6 4 1 208 15.7

福 津 市 13 23 1 1 77 5 4 9 1 2 2 138 10.4

宮 若 市 14 36 45 5 2 5 107 8.1
糟屋郡
新宮町 2 3 1 2 54 3 8 1 74 5.6

遠 賀 郡 34 56 4 1 125 11 12 1 3 3 1 251 18.9
鞍手郡
鞍手町 4 23 1 34 1 1 7 2 73 5.5

管 　　外 3 14 3 2 1 23 1.7

小 　　計 154 335 0 16 0 9 4 651 7 39 24 63 5 10 4 6 1,327 100.0

行 橋 市 14 61 2 4 117 5 8 1 12 4 1 4 233 29.8

豊 前 市 5 55 2 2 5 36 5 2 14 1 2 129 16.5

京 都 郡 13 74 1 88 8 6 8 1 6 2 5 212 27.1

築 上 郡 14 80 1 2 61 1 7 5 10 1 1 1 184 23.5

管 　　外 11 3 8 2 24 3.1

小 　　計 46 281 0 5 0 3 11 302 6 31 14 52 3 13 3 12 782 100.0

計 1,241 3,006 1 53 2 34 83 3,619 34 326 175 546 109 108 23 90 9,450 －

％ 13.1 31.8 0.0 0.6 0.0 0.4 0.9 38.3 0.4 3.4 1.9 5.8 1.2 1.1 0.2 1.0 100.0 －
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第５表　相談種別・年齢別相談受付の状況

児

童

虐

待

相

談

そ

の
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の

相

談

肢

体

不
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由
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覚
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害
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談

言

語
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達

障

害

等
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談

重

症

心

身
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害
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談

知

的
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害

相

談

発

達

障

害

相

談

ぐ

犯

行

為

等

相

談

触

法

行

為

等

相

談

性

格

行

動

相

談

不

登

校

相

談

適

性

相

談

し

つ

け

相

談

児

童

虐

待

通

告

い

じ

め

相

談

児

童

買

春

等

被

害

相

談

０歳 59 195 2 1 257 2.7 81

9.25723221967128 歳１ 111

２歳 82 196 1 1 2 141 5 13 4 2 447 4.7 113

３歳 68 176 3 8 2 206 3 6 8 3 2 485 5.1 95

４歳 91 148 1 1 3 192 3 8 9 1 3 460 4.9 108

５歳 79 156 5 4 5 227 1 21 8 1 6 513 5.4 95

６歳 92 126 5 5 3 228 2 18 2 10 1 492 5.2 102

７歳 75 132 3 4 1 195 1 21 3 5 2 442 4.7 87

８歳 87 136 6 2 7 177 5 1 2 32 3 7 2 5 472 5.0 100 1

９歳 87 142 1 5 4 187 8 8 34 2 8 2 488 5.2 94

10歳 71 174 2 4 3 168 2 5 1 50 3 5 2 6 496 5.2 82

11歳 75 162 4 7 175 6 9 10 34 16 11 1 7 517 5.5 82 1

12歳 74 132 3 1 4 152 1 24 28 59 16 7 1 3 505 5.3 84 3

13歳 61 151 5 2 7 203 1 61 73 50 18 3 5 640 6.8 64 1

14歳 69 203 5 1 4 246 101 39 67 25 7 1 11 779 8.2 72

15歳 39 198 5 1 6 253 1 63 15 69 12 1 2 8 673 7.1 42 1

3430.547452643343432781113歳61

17歳 16 161 1 14 243 18 28 2 2 6 491 5.2 18 1

18歳～ 3 124 1 4 383 2 4 9 1 13 544 5.8 4

   計   1,241 3,006 1 53 2 34 83 3,619 34 326 175 546 109 108 23 90 9,450 100.0 1,468 5 6

％ 13.1 31.8 0.0 0.6 0.0 0.4 0.9 38.3 0.4 3.4 1.9 5.8 1.2 1.1 0.2 1.0 100.0 -
(注)

 １歳半健診 0

 ３歳児健診 11

442

55 (注)児童虐待相談のうち、判定会議等の結果、児童虐待相談以外としたものも計上
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計 ％

特別児童扶養手当にかかる判定相談

                 里親・養親希望に関する相談             　   

養護相談 （ 再 掲 ）障　　害　　相　　談 非行相談 育　成　相　談



第６表　相談種別受付件数の推移
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行
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等
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性

格

行

動

相

談

不

登

校

相

談

適

性

相

談

し

つ

け

相

談

福   岡 258 548 35 23 10 98 799 16 68 35 70 12 43 1 6 2,022

23 久留米 186 689 138 4 1 299 1,108 6 59 114 118 20 4 8 2,754

田   川 214 639 27 31 94 565 10 51 19 71 31 1 5 41 1,799

年 大牟田 89 284 2 11 38 82 360 5 22 21 74 33 28 5 13 1,067

宗   像 69 243 2 18 5 3 75 507 7 34 19 41 8 4 2 1,037

度 京   築 56 270 15 4 2 35 348 14 43 9 23 1 26 2 7 855

計 872 2,673 4 244 36 85 683 3,687 58 277 217 397 105 106 23 67 9,534

福   岡 310 557 12 2 10 14 669 14 64 48 83 21 32 4 3 1,843

24 久留米 185 751 1 14 3 5 58 841 11 63 65 83 15 2 5 13 2,115

田   川 284 729 19 3 30 9 620 9 53 23 86 29 1 27 29 1,951

年 大牟田 80 321 1 3 1 22 18 315 7 24 18 68 12 97 9 12 1,008

宗   像 107 231 2 13 1 1 4 457 43 22 65 4 2 4 5 961

度 京   築 62 365 8 2 3 291 11 44 40 39 9 18 3 11 906

計 1,028 2,954 4 69 10 70 106 3,193 52 291 216 424 90 152 52 73 8,784

福   岡 257 602 1 11 4 8 11 749 11 84 29 76 17 27 4 5 1,896

25 久留米 188 791 1 13 2 2 46 915 4 46 57 80 21 6 1 23 2,196

田   川 162 648 2 13 32 7 569 7 69 36 109 49 63 17 43 1,826

年 大牟田 97 268 1 9 18 294 10 25 23 58 13 73 5 27 921

宗   像 129 207 9 6 3 466 34 22 61 8 3 2 950

度 京   築 69 371 7 6 8 261 25 41 26 42 5 18 7 18 904

計 902 2,887 4 54 6 63 93 3,254 57 299 193 426 113 190 36 116 8,693

福   岡 372 578 16 19 17 841 12 90 37 124 17 35 2 9 2,169

26 久留米 228 853 1 7 2 1 52 892 66 48 110 20 3 2 27 2,312

田   川 122 600 17 15 7 611 13 44 31 128 19 16 3 39 1,665

年 大牟田 70 350 1 16 280 6 34 16 97 22 110 2 13 1,017

宗   像 106 308 14 2 4 673 3 31 33 78 11 7 2 4 1,276

度 京   築 57 279 8 9 13 260 4 77 21 48 5 5 1 9 796

計 955 2,968 1 62 2 47 109 3,557 38 342 186 585 94 176 12 101 9,235

福   岡 442 658 1 15 10 15 786 14 107 26 121 27 41 5 7 2,275

27 久留米 243 836 8 2 45 1,035 2 62 35 108 24 3 2 37 2,442

田   川 209 568 7 8 6 519 4 43 44 100 36 7 4 27 1,582

年 大牟田 147 328 2 4 2 326 1 44 32 102 14 34 5 1 1,042

宗   像 154 335 16 9 4 651 7 39 24 63 5 10 4 6 1,327

度 京   築 46 281 5 3 11 302 6 31 14 52 3 13 3 12 782

計 1,241 3,006 1 53 2 34 83 3,619 34 326 175 546 109 108 23 90 9,450
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 第
７

表
　

相
談

種
別

対
応

件
数

の
状

況

家 裁 送 致 再 掲

法 第 ２ ７ 条 の ３ に よ る

児
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動

相
談

2
9
4

2
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2

2
9

2
5
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9
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校
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談
6
6

4
2

1
0
8

適
性

相
談

1
0
9

1
0
9

し
つ

け
相

談
2
2

1
2
3

7
5

1
1

3
4

9
3

6
,6

5
4

2
,2

3
8

8
4

1
9

0
0

0
2
6

2
1
7

0
0

0
3
5

4
1
3
1

1
6

9
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2
4

再
い
じ
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相
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（
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掲
）

1
-

1
掲
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童

買
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等
被
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相

談
6

-
6

児 童 福 祉 司 指 導

対
　
　
応
　
　
件
　
　
数
　
　

児
童
福
祉
施
設

面
　
接
　
指
　
導

里  親  委  託

第 ４ 号 に よ る 家 裁 送 致

法 第 ２ ７ 条 第 １ 項

そ
の

他
の

相
談

非 行 相 談 育 成 相 談

通  所

入  所

養 護 相 談 障  害  相  談

他 機 関 あ せ ん

継 続 指 導

助 言 指 導

計

障 害 児 施 設 等 へ の 利 用 契 約

そ  の  他

計

保
健

相
談

児 童 委 員 指 導

指 導 　 ・ 　 指 導 委 託

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ

福 祉 事 務 所 送 致 ・ 通 知

訓 　 戒 　 ・ 　 誓 　 約

指 定 医 療 機 関 委 託
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第８表　市郡別対応件数の状況　

家

裁

送

致

再

掲

第

2
7

条

の

３

に

よ

る

筑紫野市 7 227 234 140 70 2 2 6 1 6 227

春 日 市 15 374 389 226 141 3 4 2 7 2 385

大野城市 12 308 320 193 86 5 2 7 9 2 1 3 1 309

太宰府市 8 206 214 133 63 1 7 2 6 212

糸 島 市 7 225 232 125 74 8 2 6 7 222

筑 紫 郡 7 194 201 100 75 3 2 1 1 2 184
糟 屋 郡

(新宮町除く) 10 715 725 406 243 9 1 2 23 4 12 1 701

管 　　外 26 26 17 3 5 1 26

小 　　計 66 2,275 2,341 1,340 755 33 7 0 0 14 56 0 0 0 12 1 44 4 2,266

802,13225328752188822,1502132市米留久

881333346310915815市 倉 朝

82231512927812325227市 女 八

071221233313710713市 後 筑

292398739291市 川 大

0713102641171171市 郡 小

80114633461119921市はきう

4721416067777郡 倉 朝

071712316407664郡 井 三

8311169283731郡 潴 三

4619456666郡 女 八

管　　 外 1 49 50 37 7 2 46

小　　 計 57 2442 2,499 1,851 464 21 6 0 0 2 62 0 0 0 6 2 41 1 2,456

842117158811523428市 方 直

45434292579539546543市 塚 飯

59152533516912914市 川 田

72227145361822822市 麻田外

市 1 6 6 56 6 64 0 52 2 72 2 1 1 3 2 1 3 6 5 6

15165681052052市 川 柳 1 2 5 0

み や ま 市1 1 31 1 31 0 01 2 1 1 2

管  　 　 外 1 4 1 41 2 1 1 1 4

小  　 　 計1 1 , 0 4 21 , 0 4 37 0 32 9 63 3 0 0 1 18 0 0 0 2 1 4 1 1,032

2812211254215818717市 間 中

472621713857812825727市 像 宗

4153335510128022市 賀 古 2 203

63122626011418313市 津 福

3125346

9017012市 若 宮 1 106
糟屋郡

新宮町
2 74 76 60 11 1 1 73

遠 賀 郡 1 251 252 185 41 1 7 3 2 2 241
鞍手郡

鞍手町
1 73 74 54 13 1 1 69

管 　　外 23 23 8 4 9 1 1 23

小 　　計 25 1,327 1,352 943 273 20 1 0 0 9 34 0 0 0 5 0 17 5 1,307

行 橋 市 2 233 235 191 30 7 5 1 234

豊 前 市 129 129 89 35 3 2 129

京 都 郡 212 212 148 54 2 6 2 212

築 上 郡 184 184 124 55 3 1 1 184

管 　　外 24 24 13 8 3 24

小 　　計 2 782 784 565 182 3 2 0 0 0 19 0 0 0 3 0 8 1 783

計 166 9,450 9,616 6,654 2,238 84 19 0 0 26 217 0 0 0 35 4 131 16 9,424

％ 1.7 98.3 100.0 70.6 23.7 0.9 0.2 0.0 0.0 0.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.4 0.2 100.0
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福
　
岡

通

 
所

指

定

医

療

機

関

委

託

里

親

委

託

第

４

号

に

よ

る

家

裁

送

致

法

第

2
7

条

第

１

項

0

取　扱　件　数

前

年

度

受

付

本

年

度

受

付

指

導

・

指

導

委

託

児

童

家

庭

支

援

セ

ン

タ

福
祉
事
務
所
送
致
・
通
知

訓

戒

・

誓

約

計

0

0

0.0

0

0

対　　　　　　応　　　　　　件　　　　　　数

0



第９表　対応件数の推移

助

言

指

導

継

続

指

導

他

機

関

あ

せ

ん

入

所

通

所

福   岡 1,033 562 43 10 1 56 10 2 288 1 2,006

23 久留米 1,772 485 17 3 17 77 6 5 390 2,772

797,1710912828904341,1川   田

870,1521213317671337田牟大年

430,1221261429231027像   宗

3117891844築   京度 6 175 12 860

計 5,849 1,962 91 16 0 0 0 18 246 1 0 29 15 1,290 30 9,547

福   岡 1,058 621 43 13 3 91 2 4 28 1,863

24 久留米 1,514 440 14 1 16 79 1 1 1 56 2 2,125

田   川 1,293 559 7 2 35 4 1 33 14 1,948

年 大牟田 759 185 8 2 24 3 20 1,001

宗   像 703 167 17 3 36 2 1 16 5 950

度 京   築 697 157 20 8 5 2 12 6 907

計 6,024 2,129 109 21 0 0 0 19 273 0 1 17 9 165 27 8,794

福   岡 1,243 558 21 6 1 71 3 5 30 3 1,941

25 久留米 1,606 429 16 2 18 62 12 49 2,194

田   川 1,248 476 8 3 53 1 5 1 25 7 1,827

年 大牟田 665 141 16 3 1 26 6 1 18 31 908

宗   像 686 203 9 1 29 5 14 3 950

度 京   築 818 45 1 1 20 6 5 2 898

計 6,266 1,852 71 16 0 1 0 19 261 0 1 37 7 141 46 8,718

福   岡 1,322 666 27 9 2 72 9 37 2 2,146

26 久留米 1,682 461 17 4 6 69 4 4 49 2,296

田   川 1,205 356 6 30 2 8 28 23 1,658

年 大牟田 792 187 10 5 19 1 20 1,034

宗   像 925 244 17 37 2 6 10 18 6 1,265

度 京   築 662 97 3 13 2 2 19 3 801

計 6,588 2,011 80 18 0 0 0 8 240 0 4 30 16 171 34 9,200

福   岡 1,340 755 33 7 14 56 12 1 44 4 2,266

27 久留米 1,851 464 21 6 2 62 6 2 41 1 2,456

田   川 1,252 268 4 28 7 17 4 1,580

年 大牟田 703 296 3 3 1 18 2 1 4 1 1,032

宗   像 943 273 20 1 9 34 5 17 5 1,307

度 京   築 565 182 3 2 19 3 8 1 783

計 6,654 2,238 84 19 0 0 0 26 217 0 0 35 4 131 16 9,424

面　接　指　導 児童福祉施設
児

童

福

祉

司

指

導

児

童

委

員

指

導

指

導

・

指

導

委

託

児

童

家

庭

支

援

セ

ン

タ

福

祉

事

務

所

送

致

・

通

知

そ

 
の

 
他

計

第

４

号

に

よ

る

家

裁

送

致

法

第

2
7

条

第

１

項

障
害
者
施
設
等
へ
の
利
用
契
約

訓

戒

・

誓

約

指

定

医

療

機

関

委

託

里

親

委

託
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第１０表の１　養護相談の理由別対応状況

前
年
度
受
付

本
年
度
受
付

計

入

　
　
　
　
所

児
童
福
祉
施
設

里

親

委

託

面

接

指

導

そ

の

他

計 ％

福　岡 3 3 1 2 3
久留米 4 4 3 3
田　川 1 1 1 1
大牟田 3 3 3 3
宗　像 00
京　築 3 3 1 2 3
計 0 14 14 1 1 11 0 13

福　岡 3 3 1 2 3
久留米 2 2 1 1 2
田　川 00
大牟田 1 1 1 1
宗　像 00
京　築 00
計 0 6 6 3 0 3 0 6

福　岡 2 2 1 1 2
久留米 2 2 2 2
田　川 00
大牟田 00
宗　像 00
京　築 00
計 0 4 4 0 1 3 0 4

福　岡 1 72 73 7 62 69
久留米 3 33 36 4 32 36
田　川 49 49 3 2 44 49
大牟田 17 17 1 16 17
宗　像 3 42 45 42 42
京　築 42 42 5 37 42
計 7 255 262 20 2 233 0 255

福　岡 24 442 466 14 415 15 444
久留米 16 243 259 12 1 236 3 252
田　川 1 209 210 6 197 203
大牟田 147 147 5 129 2 136
宗　像 5 154 159 4 3 130 11 148
京　築 46 46 2 44 46
計 46 1,241 1,287 43 4 1,151 31 1,229

福　岡 10 202 212 13 6 179 1 199
久留米 12 300 312 26 1 268 1 296
田　川 2 267 269 12 2 252 1 267
大牟田 88 88 4 2 81 1 88
宗　像 4 117 121 20 1 97 118
京　築 154 154 4 2 148 154
計 28 1,128 1,156 79 14 1,025 4 1,122

福　岡 10 376 386 9 5 361 2 377
久留米 6 495 501 9 2 482 1 494
田　川 3 251 254 2 1 249 252
大牟田 219 219 4 213 1 218
宗　像 2 176 178 4 1 162 1 168
京　築 1 82 83 4 79 83
計 22 1,599 1,621 32 9 1,546 5 1,592

福　岡 45 1,100 1,145 45 12 1,022 18 1,097
久留米 37 1,079 1,116 52 4 1,024 5 1,085
田　川 6 777 783 23 5 743 1 772
大牟田 475 475 15 2 442 4 463
宗　像 14 489 503 28 5 431 12 476
京　築 1 327 328 15 3 310 328
計 103 4,247 4,350 178 31 3,972 40 4,221
％ - - - 4.2 0.7 94.1 0.9 100.0

合　　計

家
 
族
 
環
 
境

虐　　待
（含棄児）

29.1

その他 26.6

100.0

離　婚 0.1

傷　　病
（含　入院）

6.0

0.1

その他 37.7

取　扱　件　数 対　　応　　件　　　数

家　　出
（含　失踪）

0.3

死　亡
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第１０表の２　虐待相談受付（虐待内容別）状況

福　岡 135 153 6 148 442

久留米 82 50 7 104 243

田　川 97 40 7 65 209

大牟田 32 61 1 53 147

宗　像 81 28 10 35 154

京　築 18 12 1 15 46

計 445 344 32 420 1,241

第１０表の３　虐待相談対応状況

児童福祉施設入所 里親委託 面接指導 そ の 他 計

福　岡 14 415 15 444

久留米 12 1 236 3 252

田　川 6 197 203

大牟田 5 129 2 136

宗　像 4 3 130 11 148

京　築 42 44 6

計 43 4 1,151 31 1,229

第１０表の４　虐待相談対応（虐待内容別）状況

福　岡 138 148 8 150 444

久留米 84 52 7 109 252

田　川 97 34 7 65 203

大牟田 29 54 1 52 136

宗　像 82 23 9 34 148

京　築 18 12 1 15 46

計 448 323 33 425 1,229

身体的虐待 心理的虐待 性 的 虐 待 計
保護怠慢・拒否

（ネグレクト）

計性 的 虐 待心理的虐待身体的虐待
保護怠慢・拒否

(ﾈｸﾞﾚｸﾄ）
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第１１表　養護相談理由別対応件数の推移

虐

待

そ

の

他

福   岡 2 56 233 170 301 762

23 久留米 3 5 1 23 194 157 484 867

田   川 8 72 213 448 110 851

年 大牟田 3 14 93 61 201 372

宗   像 7 4 5 41 69 63 119 308

度 京   築 2 15 56 226 28 327

計 21 13 6 221 858 1,125 1,243 3,487

福   岡 3 3 78 323 161 318 886

24 久留米 6 3 47 188 182 516 942

田   川 20 1 92 285 416 198 1,012

年 大牟田 17 76 31 272 396

宗   像 2 34 103 112 77 328

度 京   築 2 1 47 62 268 48 428

計 31 8 2 315 1,037 1,170 1,429 3,992

福   岡 6 1 2 68 272 173 369 891

25 久留米 3 3 2 53 182 194 536 973

田   川 6 3 84 160 296 259 808

年 大牟田 3 1 17 94 23 224 362

宗   像 1 40 129 91 75 336

度 京   築 1 80 69 172 116 438

計 19 8 5 342 906 949 1,579 3,808

福   岡 1 5 44 369 193 328 940

26 久留米 3 1 1 29 224 296 520 1,074

田   川 11 61 124 257 271 724

年 大牟田 1 23 73 67 263 427

宗   像 0 3 27 104 129 144 407

度 京   築 6 1 2 33 57 127 111 337

計 22 10 3 217 951 1,069 1,637 3,909

福   岡 3 3 2 69 444 199 377 1,097

27 久留米 3 2 2 36 252 296 494 1,085

田   川 1 49 203 267 252 772

年 大牟田 3 1 17 136 88 218 463

宗   像 42 148 118 168 476

度 京   築 3 42 46 154 83 328

計 13 6 4 255 1,229 1,122 1,592 4,221

家　族　環　境

計

家
出

含
失
踪

死

　
亡

離

　
婚

傷
病

含
入
院

そ

の

他
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第１２表の１　触法行為等相談の取扱状況（行為別・通告別）

前

年

度

未

処

理

警

 
察

 
等

家

庭

裁

判

所

か

ら

の

送

致

他

児

相

か

ら

の

移

管

福

祉

事

務

所

児

童

福

祉

施

設

等

学

 
校

 
等

家

族

・

親

戚

そ

 
の

 
他

計 ％

凶 悪 犯 1 1 2 1.1

粗 暴 犯 3 29 3 2 1 38 20.3

窃　　 盗 8 74 8 1 4 5 100 53.5

そ の 他 1 33 4 2 3 1 2 1 47 25.1

計 12 137 16 5 0 7 1 8 1 187 100.0

福 岡 2 20 2 1 2 1 28 15.0

久 留 米 4 23 7 2 2 1 39 20.9

田 川 3 35 2 1 1 1 4 47 25.1

大 牟 田 30 1 1 0 32 17.1

宗 像 3 20 2 1 1 27 14.4

京 築 9 2 1 2 14 7.5

第１２表の２　ぐ犯行為等相談の取扱状況（行為別・通告別）

前

年

度

未

処

理

警

 
察

 
等

家

庭

裁

判

所

か

ら

の

送

致

他

児

相

か

ら

の

移

管

福

祉

事

務

所

児

童

福

祉

施

設

等

学

 
校

 
等

家

族

・

親

戚

そ

 
の

 
他

計 ％

家         出 5 64 5 1 14 5 37 6 137 39.8

性 的 問 題 8 7 1 2 6 6 4 3 37 10.8

シンナー乱用等 0 0.0

金 品 持 出 2 1 19 3 25 7.3

夜 間 徘 徊 4 7 1 18 3 33 9.6

そ   の   他 5 37 4 1 30 8 17 10 112 32.6

計 18 112 4 7 3 59 21 95 25 344 100.0

福 岡 5 38 1 1 2 13 6 40 6 112 32.6

久 留 米 9 23 1 2 11 4 17 4 71 20.6

田 川 2 19 1 12 1 9 1 45 13.1

大 牟 田 16 1 1 6 4 15 1 44 12.8

宗 像 2 10 3 12 2 7 5 41 11.9

京 築 6 1 5 4 7 8 31 9.0
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第１３表の１　触法行為等相談の対応別の状況

訓

戒

・

誓

約

児

童

福

祉

司

指

導

福
祉
事
務
所
送
致
・
通
知

児

童

委

員

指

導

児
童
福
祉
施
設
入
所

家

庭

裁

判

所

送

致

面

接

指

導

そ

 
の

 
他

計 ％

凶 悪 犯 1 1 2 1.1

粗 暴 犯 2 2 30 34 19.3

窃　　 盗 2 1 5 1 85 94 53.4

そ の 他 4 2 3 2 35 46 26.1

計 6 5 0 0 11 4 150 0 176 100.0

福 岡 3 1 1 1 18 24 13.6

久 留 米 2 2 5 2 27 38 21.6

田 川 2 41 43 24.4

大 牟 田 1 1 31 33 18.8

宗 像 3 21 24 13.6

京 築 2 12 14 8.0

第１３表の２　ぐ犯行為等相談の対応別の状況

訓

戒

・

誓

約

児

童

福

祉

司

指

導

福
祉
事
務
所
送
致
・
通
知

児

童

委

員

指

導

児
童
福
祉
施
設
入
所

家

庭

裁

判

所

送

致

面

接

指

導

そ

 
の

 
他

計 ％

家         出 1 8 116 5 130 39.5

性 的 問 題 3 30 33 10.0

シンナー乱用等 0 0.0

金 品 持 出 22 22 6.7

夜 間 徘 徊 1 31 32 9.7

そ   の   他 4 108 112 34.0

計 1 0 0 0 16 0 307 5 329 100.0

福 岡 1 6 94 2 103 31.3

久 留 米 3 64 1 68 20.7

田 川 2 42 1 45 13.7

大 牟 田 3 42 45 13.7

宗 像 36 1 37 11.2

京 築 2 29 31 9.4
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第１４表の１　一時保護の状況

虐
待

そ
の
他

虐
待

そ
の
他

実人員 93 46 68 55 262 54 78 2 38 22 194 456

延日数 1,433 539 1,275 816 4,063 947 1,388 4 96 708 3,143 7,206

実人員 47 87 41 25 200 25 70 23 5 123 323

延日数 1,058 1,420 783 481 3,742 501 1,104 119 161 1,885 5,627

実人員 31 76 1 25 28 1 162 21 130 7 7 165 327

延日数 730 881 3 549 533 12 2,708 550 2,068 28 239 2,177 5,150

実人員 17 33 29 20 99 19 10 1 12 4 46 145

延日数 426 596 410 300 1,732 313 158 31 13 552 1,067 2,799

実人員 28 27 42 26 123 28 84 1 12 6 131 254

延日数 644 573 765 437 2,419 1,004 2,223 1 80 222 3,530 5,949

実人員 13 21 7 6 1 48 2 34 4 2 42 90

延日数 375 231 137 125 2 870 145 1,488 14 2 1,649 2,519

実人員 229 290 1 212 160 2 894 149 406 4 96 46 0 701 1,595

延日数 4,666 4,240 3 3,919 2,692 14 15,534 3,460 8,429 36 350 1,884 0 14,159 29,693

注）各児童相談所において一時保護した管内児童について計上

第１４表の２　一時保護（児童相談所内保護）の一日平均保護人員及び一人平均保護日数

福   岡

久留米

田   川

大牟田

宗   像

京   築

計

注）各児童相談所において一時保護した管内児童について計上
注）一日平均人員は延日数÷３６６（小数点第２位以下四捨五入）

13 375 1.0 28.848 870 2.4 18.1

28 644 1.8 23.0123 2,419 6.6 19.7

小
計

計

福   岡

託委護保時一護保内所談相童児

障
害

非
行

育
成

保
健
・
そ
の
他

障
害

非
行

育
成

保
健
・
そ
の
他

護養護養

久留米

田   川

小
計

大牟田

宗   像

京   築

実
人
員

計

うち被虐待児の一時保護

延
べ
日
数

一
日
平
均
人
員

一
人
平
均
日
数

実
人
員

延
べ
日
数

一
日
平
均
人
員

一
人
平
均
日
数

894

4,063

3,742

2,708

1,732

15,534

262

200

162

99

42.4

15.5

18.7

16.7

17.5

17.4

11.1

10.2

7.4

717.4

229

1,433

1,058

730

426

4,666

93

47

31

12.8

15.4

22.5

23.5

25.1

20.4

3.9

2.9

2.0

1.2
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第１５表の１　一時保護所の状況

虐
待

そ
の
他

福　岡 91 53 90 66 1 301 4,987 13.6 16.6 91 1,634 4.5 18.0

久留米 57 76 37 30 200 3,544 9.7 17.7 57 1,088 3.0 19.1

田　川 58 106 1 47 37 3 252 4,317 11.8 17.1 53 1,377 3.8 26.0

大牟田 33 52 41 26 152 2,804 7.7 18.4 33 833 2.3 25.2

計 239 287 1 215 159 4 905 15,652 42.8 17.3 239 4,932 13.5 20.6

注）各一時保護所において一時保護した全児童について計上（管外児童を含む）
注）一日平均人員は延日数÷３６６（小数点第２位以下四捨五入）

第１５表の２　一時保護所の年齢別の状況

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

12歳

13歳

14歳

15歳

16歳

17歳

18歳～

計

注）各一時保護所において一時保護した全児童について計上（管外児童を含む）

0.4

200 252 152 905 100.0

431

25 168

6 46 5.1

4 9 2 25 2.8

14 12

13 72

18.6

17 28 30 117 12.9

27 41

9 58

8.0

29 25 17 98 10.8

16 21

8 48

6.4

15 23 13 68 7.5

15 14

4 30

5.3

18 9 7 45 5.0

7 10

2 30

3.3

7 11 7 35 3.9

5 12

0 0.0

3.3

7 10 4 28 3.1

8 14

14

10

301

22

27

75

42

23

11

20

17

6

7

9

10

福　岡 久留米 田　川 大牟田 計 ％

0 0.0

1.9

1 7 2 16 1.8

9 3 3 172

6

一
日
平
均
人
員

一
人
平
均
日
数

養護

相談別

障
害

非
行

育
成

保
健
・
そ
の
他

うち被虐待児の一時保護

実
人
員

延
べ
日
数

実
人
員

延
べ
日
数

一
日
平
均
人
員

一
人
平
均
日
数
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養

護

心

身

障

害

非

行

育

成

保
健
・
そ
の
他

警

察

署

児
童
福
祉
施
設

里

親

そ

の

他

計

警

察

署

児
童
福
祉
施
設

里

親

そ

の

他

計

福   岡 177 7 67 20 2 273 4,586 12.6 16.8 33 90 10 1 134 36 1,595 132 39 1,802

23 久留米 170 3 54 23 250 3,331 9.1 13.3 46 59 7 5 117 49 1,170 36 290 1,545

田   川 158 2 32 37 1 230 3,918 10.7 17.0 1 69 5 75 1 1,278 15 1,294

年 大牟田 85 5 25 24 139 1,877 5.1 13.5 24 27 51 192 147 339

宗   像 (65) (10) (41) (16) (131) (3,024) (8.3) (22.9) 17 45 3 65 17 919 257 1,193

度 京   築 (35) (12) (4) (51) (668) (1.8) (13.1) 31 4 35 925 384 1,309

計 590 17 178 104 3 892 13,712 37.6 15.4 97 318 52 10 477 103 6,079 587 713 7,482

福   岡 210 1 67 34 312 4,708 12.9 15.1 37 95 7 3 142 38 1,310 137 94 1,579

24 久留米 167 1 42 35 1 246 3,721 10.2 15.1 34 62 5 5 106 36 1,177 78 187 1,478

田   川 193 3 66 38 3 303 4,523 12.4 14.9 18 85 2 105 19 2,199 11 2,229

年 大牟田 91 1 28 43 2 165 2,394 6.6 14.5 13 20 14 1 48 13 345 27 14 399

宗   像 (81) (6) (40) (6) (133) (2547) (7.0) (19.2) 30 60 4 94 30 1,507 138 1,675

度 京   築 (41) (11) (1) (53) (759) (2.1) (14.3) 27 4 2 33 640 39 288 967

計 661 6 203 150 6 1,026 15,346 42.0 15.0 132 349 34 13 528 136 7,178 419 594 8,327

福   岡 144 2 70 28 244 4,299 11.8 17.6 35 83 9 8 135 37 2,207 131 116 2,491

25 久留米 127 40 32 199 3,400 9.3 17.1 30 52 8 5 95 31 672 89 116 908

田   川 190 2 76 61 6 335 5,031 13.8 15.0 21 106 15 3 145 21 2,404 190 13 2,628

年 大牟田 75 26 31 132 2,226 6.1 16.9 18 25 3 2 48 20 658 50 50 778

宗   像 (81) (28) (13) (122) (2645) (7.2) (21.7) 22 63 3 2 90 24 1,340 169 329 1,862

度 京   築 (36) (1) (12) (4) (53) (810) (2.2) (15.3) 6 35 5 46 6 819 133 958

計 536 4 240 152 6 910 14,956 41.0 16.4 132 364 43 20 559 139 8,100 762 624 9,625

福   岡 148 87 46 1 282 4,933 13.5 17.5 49 92 17 7 165 55 1,457 156 733 2,401

26 久留米 159 49 27 235 3,425 9.4 14.6 31 75 18 12 136 35 1,650 228 589 2,502

田   川 149 1 75 56 9 290 4,949 13.6 17.1 16 96 26 4 142 16 1,764 302 95 2,177

年 大牟田 72 34 31 137 2,516 6.9 18.4 9 26 2 3 40 10 357 10 339 716

宗   像 (80) (1) (41) (23) (145) (3,097) (8.5) (21.4) 22 58 11 8 99 22 1,382 325 258 1,987

度 京   築 (33) (29) (8) (70) (1318) (3.6) (18.8) 27 37 8 4 76 27 921 97 239 1,284

計 528 2 245 160 10 944 15,823 43.4 16.8 154 384 82 38 658 165 7,531 1,118 2,253 11,067

福   岡 144 90 66 1 301 4,987 13.6 16.6 65 111 8 10 194 68 2,218 199 658 3,143

27 久留米 133 37 30 200 3,544 9.7 17.7 37 68 5 13 123 38 1,278 17 758 2,091

田   川 164 1 47 37 3 252 4,317 11.8 17.1 10 117 33 5 165 10 2,400 326 149 2,885

年 大牟田 85 41 26 152 2,804 7.7 18.4 20 22 1 3 46 21 493 2 551 1,067

宗   像 (55) (42) (26) (123) (2,419) (6.6) (19.7) 24 90 12 5 131 24 3,179 131 196 3,530

度 京   築 (34) (7) (6) (1) (48) (870) (2.4) (18) 9 27 4 2 42 9 1,320 162 158 1,649

計 526 1 215 159 4 905 15,652 42.8 17.3 165 435 63 38 701 170 10,888 837 2,470 14,365

（※宗像・京築の一時保護は他の児童相談所での一時保護（再掲））

第１６表　一時保護児童の推移

相　　　談　　　別

託　　委　　護　　保　　時　　一所　護　保　時　一

実　　　人　　　員 延　　べ　　日　　数一

日

平

均

保

護

人

員

一

人

平

均

保

護

日

数

延

べ

日

数

実

人

員
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第１７表　児童福祉施設措置状況 平成２８年 ３月 １日現在

※障害児施設の契約入所は含まない。

第１８表　里親・ファミリーホーム委託児童及び里親・ファミリーホームの状況

男 68 10 1 2 1 0 3 1 7 0 0 0 0 78

女 61 12 0 3 1 0 4 1 12 1 1 0 2 71

計 129 22 1 5 2 0 7 2 19 1 1 0 2 149

男

女

計

福　岡 久留米 田　川 大牟田 宗　像 京　築 計

乳 児 院 19 16 16 9 7 5 72

児 童 養 護 施 設 144 186 108 74 89 31 632

情緒障害児短期治療施設 2 5 2 2 1 12

障害児入所施設（福祉型） 38 36 28 18 17 5 142

障害児入所施設（医療型） 5 11 4 2 3 2 27

児童自立支援施設 7 6 4 3 5 1 26

里 親 21 39 28 13 23 8 132

フ ァ ミ リ ー ホ ー ム 5 3 8 1 5 3 25

児童自立生活援助ホーム 3 1 1 3 2 10

合　　　　計 244 302 197 123 154 58 1,078

前

年

度

末

委

託

児

童

数

新規または措置変更に 措置を解除または変更された児童数（年度中）
年

度

末

現

在

委

託

児

童

数

より委託された児童数 解　　　　　　　除 変　　　更

児
童
福
祉
施
設
よ
り
委
託

そ

の

他

計

児

童

福

祉

施

設

入

所

他

の

里

親

に

委

託

家

庭

か

ら

の

委

託

そ

　
の

　
他

計

保
護
の
必
要
が
な
く
な
り
帰
宅

養

子

縁

組

満

年

そ

の

他

計

6 17 0

12 24 3

死

 
 
　
　
亡

就

職

18 41 3

年 齢 階 層 別 委 託 児 童 数 前年
度末
現在

新規 取消
本年
度末
現在０歳 1～6歳 7～12歳13～15歳16歳以上 計

2 9 22 22 23 78
登録里親数 177 36 17 196

0 12 20 23 16 71

2 21 42 45 39 149

21

児童が委託され
ている里親数 77 8 10 75

ファミリーホーム 4

年度末
在籍

退所入所定員事業所数

24 9 5

ー 37ー



第１９表　調査・判定・心理療法・カウンセリング等状況

診

察

・

指

導

医

学

的

検

査

そ

の

他

知

 
能

 
検

 
査

発

 
達

 
検

 
査

人

 
格

 
検

 
査

そ

の

他

の

検

査

面

接

・

観

察

・

指

導

医

師

児

童

心

理

司

等

そ

の

他

の

所

員

福   岡 223 48 1,439 872 147 162 32 2,591 15 701

久留米 368 39 7,359 540 82 97 2,441 5 902

田   川 263 50 4,227 416 56 63 24 2,413 16 1,129

大牟田 110 25 21 222 43 87 1,046 10 905

宗   像 78 33 1,827 417 72 94 10 604 11 246

京   築 60 18 1,190 197 40 10 12 442 275

計 1,102 213 16,063 2,664 440 513 78 9,537 0 57 4,158 0

2841112,115岡   福

6621294,1米留久

0431685川   田

1611364田牟大

393805像   宗

021314築   京

計 5 0 0 1 0 0 0 4,673 0 42 662 0

8705111,222岡   福

8291086,1米留久

337170,1川   田

99575田牟大

45878像   宗

52038築   京

計 27 0 0 0 0 0 0 7,329 0 81 177 0

福   岡 250 48 1,439 873 147 162 32 5,913 79 861

久留米 368 39 7,359 540 82 97 5,613 25 1,196

田   川 263 50 4,227 416 56 63 24 4,070 36 1,202

大牟田 115 25 21 222 43 87 2,268 21 975

宗   像 78 33 1,827 417 72 94 10 1,990 19 343

京   築 60 18 1,190 197 40 10 12 1,685 420

計 1,134 213 16,063 2,665 440 513 78 21,539 0 180 4,997 0

計

医学的診断指導 心理的診断指導 心理療法・カウンセリング等

児
　
　
童

保
 

護
 

者

そ
 

の
 

他

関
　
　
　
　
係
　
　
　
　
者

そ

の

他

の

診

断

・

指

導
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参 考 資 料 

 



 

 

１ 平成２７年度の主な事業について 

 

（１）児童虐待防止講演会、セミナーの開催 

 各児童相談所において、市町村職員をはじめとして、保育所、学校、児童委員等の関係者を対象とした

講演会、セミナーを開催している。 

児相 開催日 研修テーマ 講 師 参加者数

福 岡 H28. 2.26 「非行児童への理解と対応」 福岡学園 児童自立支援専門監 

河尻 恵 氏 

  105名 

久留米 H28.1.23  

 

幼児期からの発達課題と思春期 愛育研究所客員研究員 

山本 恒雄 氏 

118名 

 

田 川 

宗 像 

京 築 

H27.11.28 発達障がいと前向きな子育て 福岡県立大学  

看護学部看護学科 

准教授 江上 千代美 氏 

130名 

大牟田 

 

H27.11.13 平成27年度児童虐待防止セミナー 

「子どもの貧困からみる家族支援の

必要性」 

福岡県立大学  

人間社会学部社会福祉学科 

准教授 奥村 賢一 氏 

173名 

 

 

（２）市町村職員等研修（福岡児童相談所主催） 

  本県における児童相談の向上を図るため、県内市町村等の児童相談担当者を対象に、シリーズで研修を

行っている。なお、本研修は、児童福祉司任用資格取得のための指定講習会に該当する。 

 

 

開催日 研修名 主な内容 参加者数

H27. 8. 28 市町村等児童相談関係職員研修 

 

 

児童相談所運営論、児童虐待援助論

児童虐待援助演習 

   48名 

H27. 9.11 児童虐待援助論、児童虐待援助演習    43名 

H27.10.6  

 

社会福祉援助技術論、社会福祉援助

技術演習、障害者福祉論 

   48名 

H27.10.26  

 

社会福祉援助技術論、社会福祉援助

技術演習、児童虐待援助演習 

   43名 

H27.11.９ 

 

養護原理、児童福祉論、社会福祉援

助技術演習 

   42名 
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（３）市町村等連絡会議 

 各児童相談所において、管内市町村の児童福祉担当等関係機関との連携強化を図るため、連絡会議を開催して

いる。 

数者加参 容内な主 名議会 日催開 相 児

福 岡 H27.10.28 管内市町児童福祉 

担当課長等会議 

各市町における要対協の活動状況 

（実務者会議等）について 

32名 

大牟田 H27.11.13 管内行政連絡会議 児童相談の現況と児童虐待に係る報

告、関係機関からの児童相談の現況

報告 

 22 名 

宗 像 H28.3.11 管内要保護児童対策地域協議

会担当者（係長・担当者）会議

管内の相談状況の確認及び町の取り

組みについて 

27名 

 ※その他の市町村に対する専門的支援の例 

  ・市町村における要保護児童対策地域協議会への支援（代表者会議での啓発・情報共有、実務者会議

での専門的助言等） 

・事例検討専門委員会等への参加 

  ・個別ケースを通じた助言指導、同行訪問等の専門的支援など 

  ・市町村からの依頼による民生委員児童委員研修等への講師派遣、視察見学の受入れ 

 

 

（４）児童相談所初任職員研修（福岡児童相談所主催） 

 児童相談所の初任職員を対象に、年度当初に基礎研修として児童福祉に関する基礎的な知識と面接の基

本等を身に付けるため、講義とワークショップ形式により実施した（講師は主に児相職員。一部は外部講

師に依頼）。 

                     参加者 のべ１９名（児相１８名、施設１名） 

開催日 研修テーマ （主な研修内容） 

H27.5.19 児童福祉行政、相談の対応・社会診断・受理・援助会議、事例で学ぶ子ども援助「非行」、

児童虐待のケース対応 

H27.5.21 ケース援助と事務処理、里親制度について、セイフティーズ「超入門」、心理診断と児童心

理司の事務処理、「親子のきずな再生事業」の取り組みについて 

H27.5.22 ジェノグラムを通した家族理解（ワークショップ）、援助に関する留意点と一時保護の手続

き・関係機関との連携、事例で学ぶ子ども援助「虐待」、行動診断と一時保護所での援助 

 

 

（５）児童相談所等職員スキルアップ研修（福岡児童相談所主催） 

 児童相談所及び県立児童福祉施設職員を対象に、児童相談所の機能、相談・援助に係る業務、関係機関

との連携等に関する基礎的知識・技能の習得を行うことにより、さらなる専門性の確保・向上を図ること

を目的とし、スキルアップ研修を実施した。 
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 参加者 のべ１５名（児相１５名） 

開催日 研修テーマ （主な研修内容） 

H27.9.11 虐待ケースのアセスメント、事例を通した家族援助理解（ブラインド式ワークショップ）

H27.9.29 ロールプレイで学ぶ相談の心（ワークショップ） 

H27.10.6 ＤＶ問題と子どもの影響に関する講義、ＣＡＰワークショップ、発達障害児の理解 

H27.12.15 里親について、困った親対応（ロールプレイ） 

 （※9.11 及び 10.6 は市町村等児童相談関係職員研修と合同で実施した。） 

 

 

（６）児童相談所職員専門研修（福岡児童相談所主催） 

 虐待相談件数は増加の一途をたどり、その相談内容や一時保護児童の対応について困難な事例が増加し

ている。こうした中、迅速かつ的確に対応する高度な専門性を確保するため、特に専門的な知識・技術を

要する内容に関して、継続的かつ実践的にケース対応スキルを充実させることを目的に専門研修を実施し

た。 

       ○必須研修 

開催日 研修テーマ 講 師 参加者数

H27 . 6 . 4  

H27.8.21 

H28.2.23 

 

 

係長・副長向けスーパーバイザー研

修 

＜内容＞ 

・事例検討 

・施設長講話 

（安全パートナリング フォロー

アップ及び安全パートナリング事

例検討を各１回） 

西南学院大学人間科学部 

教授 安部 計彦 氏 

福岡学園長 森本 浩 氏 

のぞえ総合診療病院 臨床心理士 

（社会福祉法人「風と虹」筑後いずみ

園 次年度園長） 菊池 清美 氏 

  9名  

H27 . 7 . 9  安全パートナリング 基礎研修 久留米市要保護児童対策地域協議会

事務局 参与 石井 秀子 氏 

  61名 

H27.11.26 

H27.11.27 

安全パートナリング フォローア

ップ研修（２回） 

子ども・家族・援助者のパートナーシ

ップ研究会 

代表 井上 直美 氏 

久留米市要保護児童対策地域協議会 

事務局 参与 石井 秀子 氏 

  99名 
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 ○特別研修「対応力養成」 

開催日 研修テーマ 講 師 参加者数

H27 . 6 . 5  

H27 . 6 . 8  

警察との合同研修（２回） 県児相職員 

県警職員 

  51名 

H28 . 2 . 1  

H28 . 3 . 7  

H28.3.14 

 

安全パートナリング事例検討 久留米市要保護児童対策地域協議会

事務局 参与 石井 秀子 氏 

  44名 

H27.7.13 

H27.7.21 

 

保護所向け対応力養成研修（２回）福岡学園 児童自立支援専門監 

河尻 恵 氏 

  34名 

H27.12.24 

H27.12.25 

法的被害事実確認面接トレーニン

グ 

北海道大学大学院文学研究科教授 

仲 真紀子 氏 

愛育研究所 客員研究員 

山本 恒雄 氏 

カウンセリングルームまるやま代表 

丸山 恭子 氏 

  22名 

 

 

（７）里親研修 

  各児童相談所において、管内登録里親等を対象に研修を行っている。（Ｈ２７年度は実施せず） 

 また、児童福祉法改正に伴って、養育里親の認定要件として受講が義務化された養育里親認定前研修を

開催した。 

     ○養育里親基礎研修（講義） 

児相 開催日 研修テーマ 講 師 参加者数

福 岡 H27 . 7 . 4  

H28 . 1 . 9  

里親養育論、養護原理、里親養育演習、

児童福祉論 

児童相談所職員等 14名 

10名 

久留米 

 

H27.6.11 

H27.12.11 

里親養育論、養育原理、児童福祉論 

里親養育演習 

児童相談所職員等 

児童相談所職員等 

4名 

3名 

宗 像 H27.6.23 

H27.6.25 

H27.6.30 

H27.7.12 

H27.12.15 

H28.1.13 

H28.1.17 

里親養育論、養護原理、里親養育演習、

児童福祉論、施設見学 

児童相談所職員等 18名 

実習は別途各児相で開催。 
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○養育里親認定前研修（講義） 

児相 開催日 研修テーマ 講 師 参加者数

福 岡 H27.7.23 

H27.7.31 

里親養育論、発達心理学、里親養育援助

技術論、里親養育演習 等 

児童相談所職員等 26名 

26名 

H28.1.22 

H28.1.28 

里親養育論、発達心理学、里親養育援助

技術論、里親養育演習 等 

児童相談所職員等 13名 

15名 

実習は別途各児相で開催。 

 

○養育里親更新研修（講義） 

数者加参 師 講 マーテ修研 日催開 相児

福 岡 H27.11.14 子どもを取り巻く社会情勢及び関係

法の改正等 

 

弁護士に聞く「里親として知っておき

たいこと」（法律Ｑ＆Ａ） 

 

思春期に課題を抱えた子どもの対応

について 

児童家庭課児童福祉係長 

 

 

安浦・松村・安孫子法律事務所 

弁護士 安孫子 健輔 氏 

 

福岡県立福岡学園 

児童自立支援専門監    

河尻 恵 氏 

   17名 

  

 

 

（８）要保護児童に関する県警本部・児童相談所連絡会議 

 児童虐待に関する事件が続く中、児童相談所と警察の一層の連携強化が求められるようになった。こう

した中、本県でも平成１８年８月に連絡会議を設置し、継続的に具体的な連携方法や情報の共有化等につ

いて協議を行っている。 

（参加機関：県警少年課、県児童家庭課、県・政令市児童相談所） 

開催日 主な議題 出席者数

Ｈ27.7.28 児童相談所の夜間・時間外の体制について等  15名 

 また各児童相談所では、管轄警察署、少年サポートセンターとの連絡会議等をもっており、連携強化 

に努めている。 
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児 童 委 員

保 健 セ ン タ
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